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は じ  め  に 

幕張新都心住宅地区は、千葉県企業庁により整備が進められている幕張 

新都心地区に位置し、今後住宅機能、商業・業務機能、文化機能を導入し、 

多様で複合的な都市を形成する地区です。 

このため、本地区内においては長期的視点に立った総合的な土地利用を 

推進するとともに、基盤施設と建築施設を一体的に考え調和のある良好な 

都市環境を形成し、保持することが重要であると考えています。 

この良好な都市環境を形成し、保持するための手法の一つとして平成２ 

年１１月３０日付で地区計画が決定されました。 

この冊子は、地区計画の内容を説明したものです。この制度の主旨を十 

分ご理解のうえ、本地区のまちづくりについてご協力をお願いいたします。 

1



千葉都市計画地区計画の変更（千葉市決定）

名 称 幕張新都心住宅地区地区計画

位 置 千葉市美浜区打瀬１丁目、打瀬２丁目、打瀬３丁目、ひび野２丁目及び美浜の各一部

面 積 約 88.9 ha 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針

地 区 計 画

の 目 標

幕張新都心は、幕張メッセを核とするウｫーターフロントを生かした国際コンベンション都市として、また、国際化と高度情報化に対応した国際業務都市と

して、わが国の新しい国際交流拠点の形成をめざしている。

本地区は、こうした新都心の一角を形成し職住近接の実現を図るとともに、魅力的な都心型住宅市街地の形成を図る地区であり、地区計画の目標を次のとお

り定める。

１ 多様なライフスタイルに対応しつつ、都心型住宅地にふさわしい変化に富んだ建築形態、都市デザインに配慮した住宅地の形成

２ 商業業務・文化施設等の計画的な誘導による複合的で生き生きとした街並みの形成

３ 水準の高い都市設備と、情報化に対応した高度な管理・運営システムを導入する等による高品位な街づくりの実現

土 地 利 用

の 方 針

本地区は、超高層・高層・中層住宅を主体とし、居住環境をより豊かにする商業業務・文化施設、公益施設及び公園緑地を配置した良好な住宅市街地を形成

することとしており、これを実現するため、土地利用の方針を次のとおり定める。

１ 住宅地は、計画人口約２万６千人を目標とし、新都心業務地の高層オフィス群、海浜ニュータウンの中高層住宅群のスカイラインとの調和及び地区内で

の変化のある街並みの形成を図るため、地区の外周部に超高層・高層住宅、中心部に中層住宅を配置する。

２ 街の活性化や賑わい性の創出のため、地区の中心となるストリートに面する沿道に係る街区の低層部に、商業業務・文化施設等の導入を図り、また、南

端に位置する街区には、海への近接性や広幅員道路に面した立地特性を活かし、商業・業務機能等を導入し、多様で複合的な都市空間の形成を図る。

３ 小・中学校、幼稚園、保育所等については、公園緑地とともに連続したオープンスペースが形成されるように施設を配置する。

４ 公園・緑地については、周辺の幕張海浜公園、花見川緑地との回遊性、あるいは景観等に配慮し連続的な緑の空間を形成することにより、自然との触れ

合い等潤いのある街づくりを実現する。

５ 住宅地の利便の増進のため、地区南東の花見川緑地に隣接する宅地に商業機能等の導入を図る。

地 区 施 設 の

整 備 方 針

都市計画道路３．２．１０６号打瀬豊砂線と、これに直交する都市計画道路３．３．１１９号打瀬線を骨格に、交通機能と居住機能との調和に配慮しつつ、

地区施設としての道路を格子状に配置することとし、地区施設の整備方針を次のとおり定める。

１ 外部から各住宅街区ヘアプローチする道路については、交通機能を中心とした道路として整備する。

２ その他の道路については、交通機能の補完的役割を担うとともに、住宅地内の屋外生活空間の場として、人々のコミュニティを醸成する空間にふさわし

い整備を図る。

平成 ２年１１月３０日決定 千葉市告示第３５１号

平成 ４年１１月２４日変更 千葉市告示第３５９号

平成 ５年 ６月２５日変更 千葉市告示第１７６号

平成 ９年 １月１７日変更 千葉市告示第 １５号

平成２７年 ３月２４日変更 千葉市告示第２３０号

令和 ２年 ３月 ６日変更 千葉市告示第１６５号
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建 築 物 等 の

整 備 方 針

良好な住宅市街地としての土地利用を実現するため、建築物等の整備方針を次のとおり定める。

１ 中層住宅については、中庭囲み型の新都心型住宅とし、豊かなコミュニティ空間の形成を図るとともに、超高層・高層住宅についても、低層部に囲み型

のデザインを展開するなど統一感のある空間形成を図る。

２ 住宅棟の低層部には、街路と一体となって賑わい性のある外部空間を創出するために、商業業務施設等を配置する。

３ 建物と街路との関係が醸成する魅力的な都市空間を形成するために、必要な箇所についてランドマーク的効果を発揮するような空間構成を実現するべく

建築物を誘導する。

４ 住宅については、くらしの豊かさが実感できる居住空間の実現をめざす。

５ 交通混雑の防止を図るため、自動車の出入り口を適切に配置した自動車車庫の集約立地を行う。

６ 花見川緑地に隣接する宅地については、周辺との景観に配慮し、中層・低層の建築物を配置する。

地
区
整
備
計
画

地 区 施 設

の 配 置

及 び 規 模
道 

路

１号線 幅員 18ｍ 延長 約 760ｍ ９号線 幅員 16ｍ 延長 約 360ｍ 

２号線 〃 18ｍ 〃 約 900ｍ １０号線 〃 16ｍ 〃 約 710ｍ 

３号線 〃 18ｍ 〃 約 590ｍ １１号線 〃 16ｍ 〃 約 320ｍ 

４号線 〃 18ｍ 〃 約 710ｍ １２号線 〃 16ｍ 〃 約 180ｍ 

５号線 〃 18ｍ 〃   約 500ｍ １３号線 〃 16ｍ 〃 約 140ｍ 

６号線 〃 18ｍ 〃 約 500ｍ １４号線 〃 16ｍ 〃 約 180ｍ 

７号線 〃 18ｍ 〃 約 770ｍ １５号線 〃 16ｍ 〃 約 240ｍ 

８号線 〃 16ｍ 〃 約 580ｍ １６号線 〃 16ｍ 〃 約 160ｍ 
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地

区

整

備

計

画

建

築

物

に

関

す

る

事

項

地
区
の
区
分

区
分
の

名

称

A-1 街区

(超高層)

A-2 街区

(中・高層)

B-1 街区

(超高層)

区
分
の

面

積
約７．６ha 約８．６ha 約７．３ha 

建築物等の

用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

１ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するも

の

２ 建築基準法別表第２（へ）項第２号及び第５号並びに（と）項第３号及び第４号に掲げる建築物。

ただし、原動機を使用するパン屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業（食品加工業

を含む）を営むもの（建築基準法別表第２（と）項第３号（２の２）を除く）及び建築基準法別表

第２（と）項第３号（５）（１２）はこの限りでない

３ 地区施設７号線の内、都市計画道路３.１.１０４号美浜幕張町線から都市計画道路３.３.１１９号

打瀬線までの区間において、当該道路境界線から 12ｍ以内の１階部分を住宅（兼用住宅の住宅に供

する部分を含む）、共同住宅、寄宿舎及び下宿の用途に供する建築物（ただし、これら用途の出入

ロホール及び階段等の部分は除く）

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

１ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投

票券発売所、場外車券売場その他これらに類す

るもの

建 築 物 の

敷地面積の

最 低 限 度

1,500 ㎡ 1,000 ㎡ 1,500 ㎡ 

ただし、市長が公共公益上やむを得ないと認めたものは、この限りではない。

建 築 物 の

高 さ の

最 高 限 度

－ － －

建 築 物 の

意匠の制限

高架水槽、クーリングタワー等の建築設備（避雷設備、通信設備を除く）は、道路、公園、広場等の公共の用に供する場所から容易に望見できない構

造とする。

か き 又 は

さ く の

構造の制限

かき又はさく（門柱及び門扉を除く）は、設置しないものとする。ただし、市長が建築物の保安・管理上やむを得ないと認めたものは、この限りでな

い。

なお、この場合においても周囲の環境との調和のとれた構造とする。
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地

区

整

備

計

画

建

築

物

に

関

す

る

事

項

地
区
の
区
分

区
分
の

名

称

B-2 街区

(高層・公共公益) 

B-3 街区

(中層)

C 街区 

(低・中層) 

区
分
の

面

積
約４９．２ha 約１５．７ha 約０．５ha 

建築物等の

用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

１ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投

票券発売所、場外車券売場その他これらに類す

るもの

２ 地区施設７号線の内、都市計画道路３.１.１

０４号美浜幕張町線から都市計画道路３.３.１

１９号打瀬線までの区間において、当該道路境

界線から 12ｍ以内の１階部分を住宅（兼用住宅

の住宅に供する部分を含む）、共同住宅、寄宿

舎及び下宿の用途に供する建築物（ただし、こ

れら用途の出入ロホール及び階段等の部分は

除く）

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

１ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投

票券発売所、場外車券売場その他これらに類す

るもの

２ ３階以上の部分を建築基準法別表第２（い）

項第１号、第２号、第３号、第６号、第８号及

びこれらに附属するもの以外の用途に供する

建築物

３ 地区施設７号線の内、都市計画道路３.１.１

０４号美浜幕張町線から都市計画道路３.３.１

１９号打瀬線までの区間において、当該道路境

界線から 12ｍ以内の１階部分を住宅(兼用住宅

の住宅に供する部分を含む）、共同住宅、寄宿

舎及び下宿の用途に供する建築物（ただし、こ

れら用途の出入口ホール及び階段等の部分は

除く）

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

１ 住宅

２ 兼用住宅

３ 共同住宅、寄宿舎又は下宿

４ 自動車教習所

５ ホテル又は旅館

６ 工場（パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他

これらに類する食品製造業を営むもので、作業

場の床面積の合計が５０平方メートル以内で

あり、かつ、原動機を使用する場合の出力の合

計が０．７５キロワット以下のものを除く。）

７ 畜舎（ペットショップ、動物病院又はペット

ホテルに附属するものを除く。）

８ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投

票券発売所、場外車券売場その他これらに類す

るもの

９ 集会場（葬儀を行うものに限る。）
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「区域、地区整備計画区域、地区施設の配置及び地区の区分は計画図表示のとおり」 

地

区

整

備

計

画 

建

築

物

に

関

す

る

事

項 

地
区
の
区
分 

区
分
の 

名

称 

B-2 街区 

(高層・公共公益) 

B-3 街区 

(中層) 

C 街区 

(低・中層) 

区
分
の 

面

積 

約４９．２ha 約１５．７ha 約０．５ha 

建築物等の 

用途の制限 

   

１０ 墓地、埋葬等に関する法律第２条第６項に

規定する納骨堂 

 

１１ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に

関する法律第２条第７項から第１０項までに

掲げるもの 

建 築 物 の 

敷地面積の 

最 低 限 度 

1,000 ㎡ 1,000 ㎡ 1,000 ㎡ 

ただし、市長が公共公益上やむを得ないと認めたものは、この限りではない。 

建 築 物 の 

高 さ の 

最 高 限 度 

－ － 15ｍ 

建 築 物 の 

意匠の制限 

高架水槽、クーリングタワー等の建築設備（避雷設備、通信設備を除く）は、道路、公園、広場等の公共の用に供する場所から容易に望見できない構

造とする。 

か き 又 は 

さ く の 

構造の制限 

かき又はさく（門柱及び門扉を除く）は、設置しないものとする。ただし、市長が建築物の保安・管理上やむを得ないと認めたものは、この限りでな

い。 

なお、この場合においても周囲の環境との調和のとれた構造とする。 
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）

）

勝馬投票券発売所、 

場外車券売場その他これらに類するもの

9

toshikeikaku
取り消し線



）

）

）

勝馬投票券発売所、 

場外車券売場その他これらに類するもの

勝馬投票券発売所、 

場外車券売場その他これらに類するもの

勝馬投票券発売所、 

場外車券売場その他これらに類するもの
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◎ Ｃ街区 （低・中層）

次に掲げる建築物は建築してはならない。 

１ 住宅 

２ 兼用住宅 

３ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

４ 自動車教習所 

５ ホテル又は旅館

６ 工場（パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造

業を営むもので、作業場の床面積の合計が５０平方メートル以内であ

り、かつ、原動機を使用する場合の出力の合計が０．７５キロワット

以下のものを除く。） 

７ 畜舎（ペットショップ、動物病院又はペットホテルに附属するものを

除く。） 

８ ※１マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券

売場その他これらに類するもの 

９ 集会場（葬儀を行うものに限る。） 

１０ 墓地、埋葬等に関する法律第２条第６項に規定する納骨堂 

１１ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第７項

    から第１０項までに掲げるもの 
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※１ “その他これらに類する建築物”とは、ゲームセンターや場外舟券売場などに供す

      るものをいいます。 

※２ “地区施設７号線の内、都市計画道路３．１．１０４号美浜幕張町線から都市計画 

道路３．３．１１９号打瀬線までの区間“とは、下図のとおりです。 

●道路境界線から 12m 以内とは

道路交差点部分にあっては交

差点部のみなし道路境界から

12m以内とする。 

地地区施設７号線に面する建物の 

１階部分の用途規制区間 

ＪＲ京葉線 

みなし境界線 地区施設７号線 
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Ａ-１街区（超高層） 

Ｂ-１街区（超高層） 

 Ａ-２街区（中・高層） 

 Ｂ-２街区（高層・公共公益） 

 Ｂ-３街区（中層）

 Ｃ街区（低・中層）  

１，５００㎡ １，０００㎡ 
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　　建築物等の高さの最高限度について

本地区におけるＣ街区は、周辺との景観に配慮し、建築物等の高さの最高限度が次のように定

められております。 

建築物の高さは、地盤面からの高さをいいます。(建築基準法施行令第２条第１項第６号による) 

なお、棟飾、 防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、高さに含まれません。 

（３）

Ｃ街区 

（低・中層） 

１５ｍ 
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（４）
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（５）
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２ 届出の手続き

（１）届出に必要な行為

  当地区内で、次の行為を行う場合は工事着手の３０日前までに千葉市長に届出が必要です。 

・土地の区画形質の変更 …切土、盛土、道路、宅地の造成等 

・建築物の建築、工作物の建設 …新築、増改築、移転、修繕等 

・建築物等の用途の変更 …地区整備計画に定められた用途の制限に適合しない場合 

・建築物等の形態又は意匠の変更 …地区整備計画で建築物等の形態又は意匠の制限が定めら

れている場合 

・変更の届出 …届出の内容に変更があった場合 

（２）届出先

 届出書（定められた様式）に必要事項を記載の上、関係図書を添付し、正本・副本の２部を

千葉市長（窓口は千葉市役所 都市計画課）へ提出して下さい。 

 なお、建築確認申請を必要とする場合は、この届出書の副本（審査を終了した受理書）を建

築確認申請書に添付し申請して下さい。（ただし、民間の指定確認検査機関に申請する場合の

要否については各指定確認検査機関にご確認ください。） 

※ご不明な点がありましたら下記へお問い合わせ下さい。

千葉市都市局都市部都市計画課 土地利用班 

〒260－8722 千葉市中央区千葉港２番１号 

TEL ０４３（２４５）５３０４ 

  ２０２０．３ 改訂 
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